
 

 

 

 

富士宮市では、高齢者ドライバーによる交通事故の減少と公共交通の利用促進を目的に、運転免許証の

自主返納を行った高齢者に対し、自動車・バイクに代わる移動手段の支援として「富士宮市公共交通補助

券」を交付しています。 

 

対象者：富士宮市の住民基本台帳に登録されている満６５歳以上で、運転免許証を警察署 

または免許センターで自主返納した者。 

内 容：市営公共交通（宮バス・宮タク）及び、高齢者優遇定期券・民間路線バス・一般 

タクシーに利用できる「富士宮市公共交通補助券」を１回限り交付しています。 

※民間路線バス・一般タクシーのご利用には利用条件があります 
（詳しくは交通対策室でご案内いたします）。 

返納日 公共交通補助券交付額 

平成２５年１０月１日～令和２年３月３１日に自主返納した方 ５，０００円分 

令和 ２年 ４月１日～令和３年３月３１日に自主返納した方 １０，０００円分 

令和 ３年 ４月１日以降に自主返納した方 ３０，０００円分 

 

〇●〇申請方法〇●〇  

ステップ１ 運転免許証を自主返納する 
・警察署または免許センターで、運転免許証を自主返納します。 

・返納の際、静岡県公安委員会発行の「申請による運転免許の取消通知書」を受け取ります。 

※「運転経歴証明書（手数料：1,100 円）」を申請すると「タクシー運賃１割引」が受けられます。 

免許証返納に関するお問い合わせ： 富士宮警察署 交通課 免許係 ☎２３－０１１０ 

警察署受付時間 ９：００～１１：３０、１３：００～１６：００ 

（土・日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く） 

 

ステップ２ 補助券の申請をする 
・富士宮市役所５階 交通対策室で富士宮市公共交通補助券の申請をします。 

※必ず「申請による運転免許の取消通知書」を持参して下さい。 

※本人が窓口に来られない場合は、委任状が必要となります。 

補助券に関するお問い合わせ： 富士宮市 市民生活課 交通対策室 

市役所受付時間 ８：３０～１２：００、１３：００～１７：００ 

（土・日、祝日及び１２月２９日～１月３日を除く） 

 

お問い合わせ：富士宮市 市民生活課 交通対策室  ☎２２－１１５２（直通） 

富士宮市高齢者運転免許証自主返納支援事業 

を交付しています 


